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◆日向市ホームページ

2025/06　高齢者あんしん課　介護認定係

１．想　定
　基本チェックリストにより事業対象者となり、サービス・活動事業の利用をしている利用者が、要介護等認定新規申請を行い、認定結果が出るまでの間に介護保険サービスを利用をする場合。

２．基本的な考え方

３．「要介護1～5」と認定結果を見込んだ場合の事例

4月25日 4月15日

モニタリング〔自宅訪問〕 モニタリング〔自宅訪問〕

〔モニタリング結果〕身体的な状態悪化 〔モニタリング結果〕身体的な状態悪化

事業対象者が、介護保険　要介護等認定新規申請希望。 事業対象者が、介護保険　要介護等認定新規申請希望。

5月1日 4月18日

居宅介護支援事業所に利用者の情報を提供 居宅介護支援事業所に利用者の情報を提供

5月7日 4月24日

利用者の担当引継ぎ〔自宅訪問〕 利用者の担当引継ぎ〔自宅訪問〕

重要事項説明書・契約書の説明・同意・交付 重要事項説明書・契約書の説明・同意・交付

居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の説明・同意 居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の説明・同意

アセスメント アセスメント

5月7日以降 4月24日以降

居宅サービス計画書原案の作成 居宅サービス計画書原案の作成

5月13日 4月29日

サービス担当者会議の開催 サービス担当者会議の開催

居宅サービス計画書の説明・同意 居宅サービス計画書の説明・同意

サービス担当者会議に同席 サービス担当者会議に同席

5月13日 4月29日

6月分　サービス利用票・別表の説明・同意 5月分　サービス利用票・別表の説明・同意

5月14日以降 4月30日

6月1日 5月1日

４．暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行う場合の取扱いについて

ホーム ＞ 健康・医療・福祉 ＞ 介護事業所向け ＞ 〔支援事業所向け〕人員加算等基準 ＞ 暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行う場合の取扱いについて

【ＵＲＬ】 https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=231214165059

５．その他

◆この取り扱いについては、要支援１．２認定者が、モニタリング結果で身体的に状態悪化し、介護保険　要介護等認定区分変更申請を希望した場合も、上記のプロセスに準ずることになります。

事業対象者が介護保険　要介護等認定新規申請を行い、認定結果がでるまでの間の介護保険サービスの暫定ケアプランの取扱いについて

　従来より、介護サービス利用者が新規にサービスの利用を開始する際や、区分変更申請、更新申請などで認定結果が出ていない場合など、認定結果が出るまでの暫定期間のサービス利
用については、要支援認定又は要介護認定が出るかの判断が困難な場合は、認定結果が見込と違うことにより利用者の不利益が発生することがないよう、地域包括支援センター及び居
宅介護支援事業所が連携し、どちらのケアプランにも位置付けることが可能なサービスの選択をするということに留意していただくことが重要であります。

月末にモニタリングを実施した場合のプロセス
月の中旬頃にモニタリングを実施し、

早急に介護サービス利用が必要な場合のプロセス

※情報提供する資料
　①利用者基本情報　②基本チェックリスト
　③介護予防サービス・支援計画表
　④4月25日に実施したモニタリング結果の経過記録
　⑤4月分のサービス利用票・別表

※情報提供する資料
　①利用者基本情報　②基本チェックリスト
　③介護予防サービス・支援計画表
　④4月15日に実施したモニタリング結果の経過記録
　⑤4月分のサービス利用票・別表

居宅 居宅

居宅 居宅

居宅

サービス提供事業所へ【暫定】居宅サービス計画書、6月分　サービス利用
票・別表の交付

居宅

サービス提供事業所へ【暫定】居宅サービス計画書、5月分　サービス利用
票・別表の交付

【６月1日付、暫定】居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書、代行申請 【5月1日付、暫定】居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書、代行申請

【注釈】あくまでも、日付は例示であり、6月1日までに、上記のプロセスを完了させて
おく必要があります。

【注釈】あくまでも、日付は例示であり、5月1日までに、上記のプロセスを完了させて
おく必要があります。

包括 介護保険　要介護等認定新規申請書、代行申請 包括 介護保険　要介護等認定新規申請書、代行申請

◆厚生労働省　平成18年4月改訂関係Q&A（VOL.2） 

(問52)
 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度）が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給
付のどちらを位置付ければよいのか。 

(答) 
　いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支
援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えられる。

　その際､居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者（要介護者）であると思われるときには、介護予防支援事業者（居宅介護支援事業者）に作成を依頼
するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。

　また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自
ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。

　なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケ
アプラン上は位置付けることが考えられる。

https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=231214165059

